
２０２６年２月１日 

 

貯金規定の一部改正について（事前のご案内） 

 

 

 

２０２６年４月１日付で、以下の貯金規定を一部改正いたします。 

 貯金規定 

  ・当座勘定規定 

  ・納税準備貯金規定 

 

改正内容の詳細につきましては、以下の改正箇所にかかる新旧対照表をご参照ください。 

 

以上 


